
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

（1）元売業者（地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 144 条第 1 項第 2 号に規定する元売業者であり、かつ、同法第 144

条の 15 第 3 項に規定する登録特別徴収義務者（以下「登録特別徴収義務者」という。）である者をいう。） 

（2）軽油現受渡業者（特約業者（地方税法第 144 条第 1 項第 3 号に規定する特約業者であり、かつ、登録特別徴収義務

者である者）であって、本所が定める「軽油現受渡業者の登録に係る実施要領」に基づき本所に登録した者をいう。以

下同じ。） 

（3）販売業者（軽油を販売することを業として行う者であって、石油受渡細則に定める販売業者をいう。） 

（4）需要家（軽油を使用して事業を行う者であって、石油受渡細則に定める需要家をいう。） 

3 前項各号に規定する者が受渡できる枚数は、本所が石油受渡細則に定める軽油の受渡しに係る上限数量を超えること

ができない。 

4 受託取引参加者は、委託を受けた取引が次の各号の一に該当する場合にあっては、当月限納会日の前営業日の午後

4 時以降（第 15 条第 4 項の規定により、委託者が指示日において受渡しにより決済すると指示した場合にあっては、当

該指示日時以降）の売買立会において、当該各号の取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分する

ものとする。 

（1）当該委託者が第 2 項に規定する者でないときは、当該取引 

（2）第 2 項に規定する委託者の取引が石油受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超えることとなったとき

は、当該取引のうち石油受渡細則に規定する軽油の受渡しに係る上限数量を超える取引 

5  受託取引参加者は、委託を受けた軽油の取引を受渡しにより決済しようとするときは、その都度当該取引を委託した

者が第 2 項に該当する者であることを確認するものとする。 

6 受託取引参加者は、委託者が受渡しによって決済を行う場合は、当該受渡しが完了するまでに、当該委託者の名称、

事務所の所在地及び連絡先、受渡数量、受渡場所並びに受渡日について、当該受渡しに係る相手方である市場取引

参加者又は受託取引参加者に通知しなければならない。 

7 受託取引参加者は、当該受渡しに係る相手から前項の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を受渡しの当事者た

る委託者に通知しなければならない。 

8 委託者は、前項の通知を受けたときは、その内容を確認し、その旨を証する軽油受渡当事者確認書に署名及び捺印

の上、取引を委託する受託取引参加者に提出しなければならない。 

9 受託取引参加者は、軽油の受渡しに係る取引の委託を受けるに当たり、あらかじめ委託者から前 3 項に定める内容に

ついて同意を得ていなければならない。 

10 前各項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、前条各項の規定を準用する。 

 

（受渡しによる決済通知） 

第 47 条 受託取引参加者は、委託を受けた取引を受渡しにより決済（受渡しの一部が終了した場合を含む。）したときは、

第 21 条の規定にかかわらず本条の規定により、遅滞なく、書面により次に掲げる事項を委託者に通知しなければならな

い。 

（1）取引の種類 

（2）上場商品の種類及び銘柄 

（3）限月 

（4）売付け又は買付け年月日 

（5）売買枚数（受渡数量） 

（6）受渡場所 

（7）受渡日 

（8）成立した取引の約定値段等 

（9）格付差金（出荷格差） 

（10）受渡代金（ガソリンにあってはガソリン税、軽油にあって軽油取引税が課される受渡しを行う場合は、当該税が区分

を含む。） 

（11）受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 

（12）諸勘定 

（13）新規の売付け又は買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 

（14）差引受払金 

2 第 18 条第 6 項及び第 7 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 
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第 3 節 アルミニウム市場の特例 

（取引証拠金の差し入れ又は預託の特例） 

第 48 条 第 7 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、商品市場における取引の受託について、委託者がその

担保として差し入れた次の各号に掲げる種類の取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算機構に預託しなければ

ならない。 

（1）取引本証拠金 

（2）取引追証拠金 

（3）取引定時増証拠金 

（4）取引臨時増証拠金 

（5）取引受渡証拠金 

 

（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期の特例） 

第 49 条 前条第 1 号から第 4 号に掲げる取引証拠金については、その額は第 11 条第 2 項から第 6 項を、その受託取引

参加者への差し入れ又は預託時期は、同条第 2 項、第 7 項及び第 8 項を適用し、前条第 5 号に掲げる取引証拠金の額

及びその差し入れ又は預託時期は、次項に定めるところによるものとし、第 11 条の証拠金預託必要額の計算の対象外

とする。 

2 取引受渡証拠金の額は、本所の定めた額とし、委託者は、取引を申告受渡により決済しようとするときは、取引受渡証

拠金を当該決定日に差し入れ又は預託するものとする。ただし、売方の委託者にあっては、倉荷証券を受託取引参加者

に差し入れた日から、買方の委託者にあっては、受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し

入れた日から当該受渡証拠金の預託を要しない。 

 

第 9 章の 2 指数先物取引の特例 

第1節 指数先物取引の受託等 

（指数先物取引） 

第 49 条の 2 この章は、指数先物取引の受託について特例を規定する。 

2 この章の定めのないものについては、第 1 章から第 8 章までに定めるところによる。 

 

（委託の際の指示） 

第 49 条の 3 第 6 条の規定にかかわらず、委託者は、指数先物取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受

託取引参加者に指示するものとする。 

（1） 取引の種類 

（2） 上場商品指数の種類 

（3） 売付け又は買付けの区別 

（4） 新規又は仕切りの区別 

（5） 枚数 

（6） 注文の種類の別 （注文の種類により約定条件又は執行条件を含む。） 

（7） 取引を行う日時 （注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。）及び約定指数を指定する注文の

場合はその約定指数 

（8） 前各号のほか受託取引参加者が定める事項 

2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第 4 号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定し

た方法に従い取り扱うことを同意している場合には、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定

した方法に従い取り扱うものとする。 

 

（転売又は買戻しが行われない場合の取扱い） 

第 49 条の 4 委託を受けた指数先物取引について、その建玉が存する日（清算機構が定める計算区域毎の日をいう。）と

する。）を有する建玉があらたに発生するものとする。 

 

第 2 節 指数先物取引の委託者に対する通知等 

（取引成立の通知） 

第 49 条の 5 第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けた指数先物取引が成立したときは、遅

滞なく、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 
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（1） 取引の種類 

（2） 上場商品指数の種類 

（3） 委託の指示を受けた日時 

（4） 売付け又は買付けの区別 

（5） 新規又は仕切りの区別 

（6） 取引の成立した日時 

（7） 売買枚数 

（8） 成立した取引の約定指数 

（9） 成立した取引の総取引金額 

（10） 値洗損益金通算額 

（11） 委託手数料及び仮委託手数料 

（12） 仮差引損益金通算額 

（13） 売買差損益金 

（14） 差引損益金 

（15） 預り証拠金の残高 

 

（指数先物取引の定期的な残高の照合等） 

第 49 条の 6 第 22 条第 1 項の規定にかかわらず、指数先物取引の委託を受けた受託取引参加者は、委託者に対し、書

面により、低規定に毎月 1 回以上次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還

について委託者の指示を受けなければならない。 

（1） 預り証拠金の残高（金銭、充用有価証券等、充用外貨及び差引損益金通算額並びにこれらの合計額を明らかにし、

充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格

を明らかにすること。） 

（2） 証拠金預託必要額 

（3） 決済が結了していない取引の内訳等 

 イ 取引の種類 

 ロ 上場商品指数の種類 

 ハ 売付け又は買付けの区別 

 二 取引の成立した年月日 

 ホ 売買枚数 

 へ 約定指数 

  ト 値洗損益金通算額 

（4） 預り証拠金余剰額 

 

（指数先物取引の処分通知） 

第 49 条の 7 第 49 条の 5 の規定は、受託取引参加者が委託を受けた指数取引について第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2

項若しくは第 3 項又は第 37 条の 2 の規定により行う処分について準用する。 

 

（指数先物取引の一任売買等の禁止） 

第 49 条の 8 指数先物取引の一任売買等の禁止については、第 25 条第 1 項各号の規定を準用する。この場合において、

同条中、「第 6 条第 1 項各号」とあるのは「第 49 条の 3 第 1 項各号」と読み替えるものとする。 

 

（取次者に対する定期的な残高の照合等の準用） 

第 49 条の 9 第 36 条の規定は、指数先物取引について準用する。この場合において、第 36 条第 1 項中「第 22 条第 1 項」

とあるのは「第 49 条の 6」と、第 36 条第 2 項中「同条第 3 項」とあるのは「第 22 条第 3 項」と、「同条に定める通知」とある

のは「第 49 条の 6 に定める通知」と読み替えるものとする。 

 

第 10 章 オプション取引の特例 

第 1 節 オプション取引の受託 

（オプション取引） 

第 50 条 この章は、オプション取引の受託について特例を規定する。 
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2 この章に定めのないものについては、第 1 章から第 8 章までに定めるところによる。 

 

（定 義） 

第 51 条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）「権利行使」とは、現物先物取引に係るオプションを行使することをいう。 

（2）「権利行使価格」とは、権利行使を行う場合の約定値段として本所が別にあらかじめ設定した価格をいう。 

（3）「プットオプション」とは、権利行使価格で現物先物取引 1 枚の売付けを成立させる権利をいう。 

（4）「コールオプション」とは、権利行使価格で現物先物取引 1 枚の買付けを成立させる権利をいう。 

（5）「オプション銘柄」とは、現物先物取引の上場商品の種類、プットオプション又はコールオプション、限月及び権利行使

価格により区別されるものをいう。 

（6）「権利行使の割当て」とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する取引参加者に対し、本所の業務規定に定める方

法により権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。 

（7）「オプションの売付け」とは、オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。 

（8）「オプションの買付け」とは、オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。 

（9）「計算上の益金額」とは、オプションの買付けに係る取引が、成立した取引の対価の額と計算日の帳入値段（本所の

業務規程に定める値段をいう。以下同じ。）との差額に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た価額が益となった場

合の当該益金額をいう。 

2 オプション取引については、第 2 条各号の規定（第 4 号については、オプションの売付けに係る取引に限る。）を準用する。

この場合において、同条第 7 号及び第 8 号中「第 7 条第 1 項各号」とあるのは「第 53 条各号」と読み替えるものとする。 

 

（委託の際の指示） 

第 52 条 第 6 条の規定にかかわらず、委託者は、オプション取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託

取引参加者に指示するものとする。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）売付け又は買付けの区別 

（4）新規又は仕切りの区別 

（5）枚数 

（6）注文の種類の別（注文の種類により約定条件又は執行区分を含む。） 

（7）取引を行う日時（注文の種類及び約定条件により委託注文の有効期限を含む。）及び値段を指定する注文の場合は

その値段 

（8）前各号のほか受託取引参加者が定める事項 

2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第 4 号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した

方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。

この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。 

 

第 2 節 オプション取引の取引証拠金 

（取引証拠金の差し入れ又は預託） 

第 53 条 第 7 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、オプション取引の受託について、オプションの売付けに

係る委託者がその担保として差し入れた次の各号に掲げる種類の取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算機構

に預託しなければならない。 

（1）取引本証拠金 

（2）取引プレミアム証拠金 

（3）取引追証拠金 

（4）取引臨時増証拠金 

 

（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期） 

第 54 条 前条第 1 号、第 3 号及び第 4 号に掲げる取引証拠金については、その額は第 11 条第 2 項、第 3 項、第 5 項及

び第 6 項を、その受託取引参加者への差し入れ又は預託時期は同条第 2 項、第 7 項及び第 8 項を適用し、前条第 2 号

に掲げる取引証拠金については、その額及び受託取引参加者への預託時期は次項に定めるところによるものとする。 
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2 取引プレミアム証拠金の額は、新規のオプションの売付けに係る総取引金額とし、委託者は、当該売付けに係る取引が

成立した日（清算機構が定める計算区域毎の日をいう。）の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時まで

に預託するものとする。 

3 委託者と受託取引参加者との間であらかじめ合意がある場合においては、計算上の益金額を第 11 条第 3 項の値洗損

益金通算額に加えることができるものとする。 

 

（取引証拠金等の不納による取引の処分） 

第 55 条 第 14 条各項の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、同条第 1 項中「第 11 条第 2 項、

第 7 項及び第 8 項の規定により取引証拠金」とあるのは「第 54 条第 1 項及び第 2 項の規定により取引証拠金又は第 56

条第 1 項の規定により総取引金額」と読み替えるものとする。 

 

第 3 節 オプション取引の決済等 

（取引代金の決済等） 

第 56 条 委託者は、オプション取引の新規の買付け又は買戻しの委託を行おうとするときは、委託に係るオプション銘柄の

前日の帳入値段に取引単位の倍率と委託注文枚数を乗じて得た価額（以下「オプション料概算額」という。）を受託取引

参加者に差し入れ、取引が成立した日（清算機構が定める計算区域毎の日をいう。）の翌営業日正午までの受託取引参

加者が指定する日時までに総取引金額との過不足を精算するものとする。ただし、第 11 条第 2 項ただし書きに定める要

件に該当する委託者であって、受託取引参加者が認めた者にあっては、当該委託に係る取引が成立した日（清算機構

が定める計算区域毎の日をいう。）の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに総取引金額を差し入

れるものとする。 

2 受託取引参加者は、委託者がオプション取引の新規の売付け又は転売を行ったときは、取引が成立した日（清算機構が

定める計算区域毎の日をいう。）の翌営業日正午までに当該総取引金額を当該委託者に支払うものとする。 

3 第 1 項の規定によるオプション取引の買戻し又は前項の規定によるオプション取引の転売に対当する既存のオプション

取引が 2 以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存のオプション取引の成立の古い順序に従って買戻し又は

転売をするものとする。 

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前条において準用する第 14 条第 1 項、第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項

又は第 37 条の 2 の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。 

5 オプション取引の買戻しの委託を行う委託者が、受託取引参加者との間であらかじめ合意がある場合にあっては、第 1

項の規定にかかわらず、当該委託に係る取引が成立した日（清算機構が定める計算区域毎の日をいう。）の翌営業日正

午までの受託取引参加者が指定する日時までに総取引金額を差し入れるものとする。 

 

（オプション料概算額預り証の発行） 

第 57 条 受託取引参加者は、委託者からオプション料概算額の差し入れを受けるときは、当該委託者に対して、受託取引

参加者の本店又は従たる営業所においてオプション料概算額に係る預り証を発行しなければならない。 

2 前項の預り証の記載及び発行の方法については第 13 条の規定を準用する。 

 

（権利行使による決済） 

第 58 条 オプション取引における権利行使は、対象となる現物先物取引の限月の当月限納会日が属する月の前月の最終

営業日（清算機構が定める計算区域毎の日をいう。）まで行うことができるものとする。 

2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使を行おうとする場合には、その都度、次に掲げる事項を受託取引参加者

が定める日時までに受託取引参加者に指示するものとする。 

（1）オプション銘柄 

（2）新規又は仕切りの区別 

（3）権利行使に係るオプション取引の買建玉 

（4）枚数 

（5）権利行使を行う日 

3 前項の規定にかかわらず、前項第2号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した方法に従い取り扱う

ことに受託取引参加者が同意している場合には、当該委託者は、その都度、当該指示を行うことを要しない。この場合に

おいて、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとする。 

4 受託取引参加者は、権利行使が成立したときは、当該権利行使に係る数量を、当該権利行使日に当該委託者のオプシ

ョン取引の買建玉から減ずるとともに、前項において指示した新規、仕切りの別に現物先物取引の売付け又は買付けが
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成立したものとして取り扱うものとする。 

 

（権利行使の割当て） 

第 59 条 本所から権利行使の割当てを受けた受託取引参加者は、本所から当該受託取引参加者の特定の委託者に係る

ものとして権利行使の割当てを行った場合を除き、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を受けた取引参

加者委託玉及び非取引参加者委託玉の割当てに係る数量を、取引参加者委託玉及び非取引参加者委託玉の別にそれ

ぞれ取引の成立の古い順序に従って割り当てるものとする。 

2 受託取引参加者は、権利行使の割当てを受けた委託者から、新規、仕切りの別及びその数量に関する指示があるとき

は、当該指示に基づき新規、仕切りの別及びその数量を確定し、当該指示がないときは、次により新規、仕切りの別及

びその数量を確定するものとする。 

（1）権利行使の割当てにより成立する現物先物取引の売付け又は買付けに対し、現物先物取引の当該限月に対応する

建玉がない場合は、当該委託者の現物先物取引の当該限月における新規の売付け又は新規の買付けとして確定す

る。 

（2）権利行使の割当てにより成立する現物先物取引の売付け又は買付けに対し、現物先物取引の当該限月に対応する

建玉がある場合は、当該建玉の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しとして確定する。 

3 受託取引参加者は、権利行使の割当てを行ったときは、当該割当てに係る数量を、当該割当ての属する計算区域にお

いて取引参加者委託玉及び非取引参加者委託玉に係る売建玉から減ずるとともに、前項の規定に従って新規、仕切り

の別に現物先物取引の売付け又は買付けが成立したものとして取り扱うものとする。 

4 第 1 項の規定に基づき権利行使の割当てを受けた委託者は、異議を申し立てることができない。 

 

（取引証拠金の差し入れ又は預託等） 

第 60 条 第 58 条に規定する権利行使又は前条に規定する権利行使の割当てにより成立した現物先物取引の新規の売付

け又は買付けに係る取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期については、第 11 条の規定を準用する。この場合

において、同条第 2 項中「取引の委託をするときに」とあるのは、権利行使の場合にあっては「権利行使に係る指示をす

るときに」と、権利行使の割当ての場合にあっては「権利行使の割当てを受けた日（当該割当ての属する計算区域の日

をいう。）の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに」と読み替えるものとする。 

 

（オプションの失効） 

第 61 条 受託取引参加者は、第 58 条第 1 項に定める日の 15 営業日前から 7 営業日前までの間に、該当するオプション

取引の買建玉を有する委託者に対し、権利行使期間満了の日を通知するものとする。 

2 第 58 条第 1 項に定める日において、同条第 2 項に規定する権利行使の指示がなかったプットオプション又はコールオプ

ションは失効し、消滅するものとする。 

 

（委託手数料） 

第 62 条 委託者は、オプション取引が成立した場合（第 55 条において準用する第 14 条第 1 項、第 24 条又は第 26 条第 1

項、第 2 項、第 3 項若しくは第 37 条の 2 の規定による取引の処分を含む。）又はオプション取引の権利行使若しくは権利

行使の割当てにより現物先物取引が成立した場合においては、受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受

託取引参加者に支払うものとする。この場合において、委託手数料は、第 51 条第 2 項において準用する第 2 条第 6 号

の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより、預り証拠金から控除することができる。 

 

（預託金等による債務の弁済） 

第 63 条 第 18 条各項の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、同条第 2 項中「第 12 条」とあるの

は「第 12 条及び第 56 条第 2 項」と読み替えるものとする。 

 

第 4 節 オプション取引の委託者に対する通知等 

（取引成立の通知） 

第 64 条 第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けたオプション取引が成立したときは、遅滞な

く、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）委託の指示を受けた日時 
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（4）売付け又は買付けの区別 

（5）新規又は仕切りの区別 

（6）取引の成立した日時 

（7）売買枚数 

（8）成立した取引の対価の額 

（9）成立した取引の総取引金額 

（10）委託手数料及び仮委託手数料 

（11）差引受払金 

（12）値洗損益金通算額 

（13）預り証拠金の残高 

 

（権利行使による決済の通知） 

第 65 条 受託取引参加者は、第 58 条第 2 項の規定により権利行使が行われたときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる

事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）権利行使を行ったオプションの買付けに係る取引 

（4）枚数 

（5）権利行使の行われた日 

（6）権利行使に係る総取引金額 

（7）委託手数料及び仮委託手数料 

（8）値洗損益金通算額 

（9）仮差引損益金通算額 

（10）売買差損益金（権利行使により成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（11）差引損益金（権利行使により成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（12）預り証拠金の残高 

2 第 19 条第 2 項から第 4 項までの規定は、本条に定める通知において準用する。 

 

（権利行使の割当てによる決済の通知） 

第 66 条 受託取引参加者は、第 59 条第 1 項の規定により権利行使の割当てが行われたときは、遅滞なく、書面により、次

に掲げる事項を当該割り当てられたオプション取引の売方である委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）権利行使の割当てを行ったオプションの売建玉 

（4）枚数 

（5）権利行使の割当てが行われた日 

（6）権利行使の割当てに係る総取引金額 

（7）委託手数料及び仮委託手数料 

（8）値洗損益金通算額 

（9）仮差引損益金通算額 

（10）売買差損益金（権利行使の割当てにより成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（11）差引損益金（権利行使の割当てにより成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（12）預り証拠金の残高 

2 第 19 条第 2 項から第 4 項までの規定は、本条の定める通知において準用する。ただし、この場合において、第 59 条第

1 項の規定に基づき権利行使の割当てが行われたことに対しては異議を申し立てることができない。 

 

（オプション取引の定期的な残高の照合等） 

第 67 条 第 22 条第 1 項の規定にかかわらず、オプション取引の委託を受けた受託取引参加者は、委託者に対し、書面に

より、定期的に毎月 1 回以上次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還に

ついて委託者の指示を受けなければならない。 

（1）預り証拠金の残高（金銭、充用有価証券等、充用外貨及び差引損益金通算額並びにこれらの合計額を明らかにし、
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充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格

を明らかにすること。） 

（2）証拠金預託必要額 

（3）決済が結了していない取引の内訳等 

イ 取引の種類 

ロ オプション銘柄 

ハ 売付け又は買付けの区別 

ニ 取引の成立した年月日 

ホ 売買枚数 

へ 対価の額 

ト 値洗損益金通算額 

（4）オプション料概算額に係る預り金 

（5）預り証拠金余剰額 

 

（オプション取引の処分通知） 

第 68 条 第 64 条の規定は、受託取引参加者が委託を受けたオプション取引について第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2 項若

しくは第 3 項、第 37 条の 2 又は第 55 条において準用する第 14 条第 1 項の規定により行う処分について準用する。 

 

（オプション取引の一任売買等の禁止） 

第 69 条 オプション取引の一任売買等の禁止については、第 25 条第 1 項各号の規定を準用する。この場合において、同

条中「第 6 条第 1 項各号」とあるのは「第 52 条第 1 項各号」と読み替えるものとする。 

 

（取次者に対する定期的な残高の通知の準用） 

第 70 条 第 36 条の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、第 36 条第 1 項中「第 22 条第 1 項」と

あるのは「第 67 条第 1 項」と、第 36 条第 2 項中「同条第 3 項」とあるのは「第 22 条第 3 項」と、「同条に定める通知」とあ

るのは「第 67 条に定める通知」と読み替えるものとする。 

 

（理由書その他の調書の提出） 

第 71 条 委託者は本所の指示に基づき受託取引参加者から権利行使についての理由書その他の調書の提出を求められ

たときは、これに応じなければならない。 

 

第 11 章 EFP 取引及び EFS 取引の特例 

（EFP 取引及び EFS 取引による取引の委託） 

第 72 条 委託者は本所の業務規程に定める EFP 取引又は EFS 取引により取引の委託をするときは、その旨を受託取引

参加者に指示するものとする。この場合、当該取引の成立については本所が承認をしたものに限るものとする。 

2 委託者は前項の委託を行うにあたっては、受託取引参加者が定める日時までに本所が別に定めるところの事項が記載

された現物取引（別に定める上場商品構成物品と交換可能な商品現物型 ETF を含む。以下同じ。）の売買契約書又はス

ワップ取引の契約書の写しを受託取引参加者へ提出するものとする。 

3 委託者は本所の指示に基づき受託取引参加者からEFP取引又はEFS取引に係る書類等（現物取引及び現物取引の売

買契約に付随するスワップ取引に係る書類を含む。）の提出を求められた時は、これに応じなければならない。 

4 前各項に規定する場合のほか、EFP 取引及び EFS 取引に関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。 

 

第 12 章 ブロック取引の特例 

（ブロック取引による取引の委託） 

第73条 委託者（業務規定第 31 条の 3 に規定する本所の承認を受けた者に限る。以下この条において同じ。）は本所の

業務規定に定めるブロック取引に係る取引の委託をするときは、その旨を受託取引参加者（業務規定第 31 条の

3 に規定する本所の承認を受けた者に限る。以下この条において同じ。）に指示するものとする。この場合、当該

取引の成立については本所が承認をしたものに限るものとする。 

2 委託者は前項の委託を行うにあたっては、受託取引参加者が定める日時までに受託取引参加者が定めるところの事

項を受託取引参加者へ申し出るものとする。 

3 委託者は本所の指示に基づき受託取引参加者からブロック取引に係る書類等の提出を求められたときは、これに応じ
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なければならない。 

4 前各項に規定する場合のほか、ブロック取引に関する必要な事項については、本所の業務規定を準用する。 

 

附 則 

1 平成 17 年 3 月 15 日開催の理事会において決議した変更後のこの準則は、経済産業大臣の認可の日（平成 17 年 4 月

14 日）から施行し、平成 17 年 5 月 1 日から実施する。ただし、変更後の第 10 条（外貨の充用）については、1 年を超えな

い範囲内で理事会において定めた日から実施する。第10条第1項の規定により充用外貨の取扱いを認める受託会員は、

その実施に際して、当該日をあらかじめ委託者に通知するものとする。 

2 変更前の準則第 4 条第 1 項に基づき約諾書が差し入れられているときは、実施日において変更後のこの準則第 4 条第

1 項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、受託会員は、委託者に対してこの準則及びこの

準則第 3 条第 1 項に規定する事前交付書面を実施日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるよう

に説明するものとする。 

3 変更前の準則第 37 条第 1 号に基づき、取次商品取引員が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取

次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、実施日において変更後のこの準則第 4 条第 1 項に基づき、新た

に約諾書が差し入れられているものとみなす。なお、取次者は、取次委託者に対してこの準則及びこの準則第 3 条第 1

項に規定する事前交付書面を実施日前に交付するとともに当該事前交付書面について理解できるように説明するものと

する。 

4 変更前の準則に基づき委託証拠金及び差引損益金通算額として受託会員が預託を受けている金銭及び有価証券につ

いては、実施日において変更後のこの準則第 7 条第 1 項、第 42 条、第 48 条又は第 53 条に基づき、委託者がその代理

人である受託会員を通じて清算機構に預託する取引証拠金として清算機構に移管されるものとする。ただし、当該委託

証拠金について、受託会員が、委託者からこの準則第 7 条第 3 項に基づく書面による同意を得た場合には、同条第 4 条

の委託証拠金として預託を受けたものとし、委託者がその代理人である受託会員を通じて清算機構に預託する取引証

拠金として清算機構に移管されるものとする。 

5 変更前の準則第 28 条に基づき充用有価証券等の金融機関への担保提供に関する同意書が差し入れられているときは、

実施日において変更後のこの準則第 31 条に基づき、新たに充用有価証券等の金融機関への担保提供に関する同意書

が差し入れられているものとみなす。ただし、この準則第 7 条第 3 項の規定により委託証拠金（第 37 条第 3 項において

準用する第 7 条第 3 項の規定により預託を受けた取次証拠金及び第 38 条第 1 項において準用する第 7 条第 3 項の規

定により預託を受けた清算取次証拠金を含む。）の預託を受けた場合に限る。 

 

附 則 

  平成 17 年 9 月 14 日開催の理事会において議決された第 41 条第 4 項、第 41 条の 2（取引証拠金の差し入れ又は預

託の特例）及び第 41 条の 3（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期の特例）の新設規定は、経済産業省大

臣の認可の日（平成 17 年 9 月 15 日）から施行し、平成 17 年 10 月限以降の限月から適用する。 

附 則 

  平成 18 年 3 月 8 日開催の理事会で議決された第 37 条（取次者の遵守事項等）及び第 40 条（ギブアップ）の変更規

定、第 40 条の 2（ギブアップに係る契約の締結）及び第 40 条の 3（ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項）の

新設規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 18 年 3 月 28 日）から施行し、平成 18 年 5 月 1 日から適用する。 

附 則 

  平成 18 年 4 月 19 日開催の理事会において議決された第 11 条（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期）第

4 項の変更規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 18 年 4 月 25 日）から施行し、平成 18 年 5 月 1 日から適用する。 

附 則 

平成 19 年 3 月 7 日開催の理事会において議決された第 27 条（取引停止の場合等の建玉の取扱い）第 1 項の変更

規定、第 24 条（臨機の場合の措置等）第 3 号の新設規定並びに平成 19 年 5 月 15 日開催の理事会において議決さ

れた第 27 条（取引停止の場合等の建玉の取扱い）第 4 項、第 32 条（清算機構への取引証拠金の返還請求権等）第

2 項及び第 37 条（取次者の遵守事項等）の変更規定、第 27 条（取引停止の場合等の建玉の取扱い）第 4 項及び第

5 項の新設規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 19 年 6 月 11 日）から施行する。 

附 則 

平成 19 年 6 月 20 日開催の理事会において議決された第 9 章第 1 節の 2 節名、第 41 条の 4（受託契約の締結前の

書面交付等の特例）、第 41 条の 5（ロスカット制度に係る申し出）、第 41 条の 6（委託の指示の特例）、第 41 条の７（取

引証拠金の取扱いの特例）、第 41 条の 8（電子取引の特例）、第 41 条の 9（最終約定値段等の特例）及び第 41 条の

10（反対売買による決済の特例）の新設規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 19 年 6 月 25 日）から施行し、平成
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19 年 7 月 17 日から実施する。 

附 則 

  平成 19 年 9 月 19 日開催の理事会において議決された第 2 条（定義）、第 5 条（委託者からの事前通知）、第 13 条（取

引証拠金預り証の発行）の変更規定、第41条の9（最終約定値段等の特例）の削除及び第6条の2（損益限定取引）

の新設規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 19 年 10 月 1 日）から施行し、平成 19 年 9 月 30 日から実施する。 

附 則 

  平成 19 年 9 月 19 日開催の理事会において議決された第 15 条（反対売買による決済）、第 16 条（受渡による決済）、

第 43 条（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期の特例）及び第 45 条（ガソリン、灯油の受渡しによる決済の

特例）の変更規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 19 年 10 月 1 日）から施行し、平成 20 年 1 月 7 日から実施す

る。 

附 則 

平成 19 年 9 月 19 日開催の理事会において議決された第 41 条の 10（反対売買による決済の特例）の変更規定、第 

9 章第 1 節の 2、第 41 条の 4（受託契約の締結前の書面交付等の特例）から第 41 条の 9 までの削る及び第 8 章の 2、 

第 41 条の 4（受託契約締結前の書面等交付の特例）から第 40 条の 8（電子取引の特例）までの新設規定は、経済産 

業大臣の認可の日（平成 19 年 10 月 1 日）から施行し、平成 20 年 1 月 31 日から実施する。 

附 則 

  平成 20 年 5 月 14 日開催の理事会において議決された第 6 条（委託の際の指示）、第 27 条（取引停止の場合等の建 

玉の取扱い）及び第 38 条（受託会員が非清算参加者である場合の特例）の変更規定は、経済産業大臣の認可の日 

（平成 20 年 6 月 16 日）から施行する。 

附 則 

  平成 20 年 9 月 17 日開催の理事会で議決された第 41 条の 4（反対売買による決済の特例）の変更規定は、経済産業大

臣の認可の日（平成 20 年 10 月 16 日）から施行し、平成 20 年 11 月 10 日から施行する。 

附 則 

   平成 20 年 10 月 15 日開催の理事会において議決された第 72 条（EFP 取引及び EFS 取引による取引の委託）第 2 項

の変更規定は、経済産業大臣の認可の日（平成 20 年 10 月 27 日）から施行する。 

附 則 

第1条 この準則は、平成 20 年 12 月 1 日又は商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号）第 132 条第 1 項の主務大臣

の認可を受けた日（平成 20 年 11 月 28 日）のいずれか遅い日に施行する。 

第2条 施行日前の準則第 4 条第 1 項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第 4 条

第 1 項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているのとみなす。この場合において、現に差し入れられてい

る約諾書中「受託会員」とあるのは「受託取引参加者」と読み替えるものとする。 

第3条 施行日前の準則第37 条第1項に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の取

次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第 4 条第 1 項に基づき、新た

に約諾書が差し入れられているものとみなす。 

附 則 

  平成 21 年 2 月 17 日開催の取締役会で決議された第 2 条（定義）、第 3 条（受託契約の締結前の書面等交付）、第 6 条

（委託の際の指示）、第 6 条の 2（損益限定取引）、第 11 条（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期）、第 13 条

（取引証拠金預り証の発行）、第 15 条（反対売買による決済）、第 16 条（受渡しによる決済）、第 24 条（臨機の場合の措

置等）、第 40 条の 4（受託契約の締結前の書面等交付の特例）、第 40 条の 8（電子取引の特例）、第 41 条（受渡しによ

る決済の特例）、第 41 条の 4（反対売買による決済の特例）、第 43 条（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期

の特例）から第 46 条（軽油の受渡しによる決済の特例）まで、第 51 条（定義）、第 52 条（委託の際の指示）、第 54 条（取

引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期）、第 56 条（取引代金の決済等）及び第 58 条（権利行使による決済）から

第 60 条（取引証拠金の差し入れ又は預託等）までの変更規定は、平成 21 年 5 月 7 日又は商品取引所法（昭和 25 年

法律第 239 号）第 156 条第 1 項の認可を受けた日（平成 21 年 3 月 17 日）のいずれか遅い日に施行する。 

附 則 

第1条 平成 22 年 1 月 19 日開催の取締役会で決議された第 17 条（委託手数料）、第 37 条（取次者の遵守事項等）、第

62 条（委託手数料）及び第 70 条（取次者に対する定期的な残高の照合等の準用）の変更規定並びに第 12 章章

名及び第 73 条（ブロック取引による取引の委託）の新設設定は、商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号。以下

「法」という。）第 156 条第 1 項の認可を受けた日（平成 22 年 2 月 4 日）に施行する。 

第2条 平成 22 年 1 月 19 日開催の取締役会で決議された第 33 条（苦情及び仲介の申出）の変更規定は、平成 22 年 4

月 1 日又は法第 156 条第 1 項の認可を受けた日（平成 22 年 2 月 4 日）のいずれか遅い日に施行する。 
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附 則 

平成 21 年 11 月 17 日開催の取締役会で決議された第 9 章の 2 章名、第 9 章の 2 第 1 節節名、第 49 条の 2（指数先

物取引）から第 49 条の 4（転売又は買戻しが行われない場合の取扱い）まで、第 9 章の 2 第 2 節節名及び第 49 条の 5

（取引成立の通知）から第 49 条の 9（取次者に対する定期的な残高の照合等の準用）までの新設規定並びに第 37 条

（取次者の遵守事項等）の変更規定は、平成 22 年 3 月 23 日又は商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号）第 156 条

第 1 項の認可を受けた日（平成 22 年 3 月 15 日）のいずれか遅い日に施行する。 

附 則 

平成 22 年１月 19 日開催の取締役会で決議された第 37 条（取次者の遵守事項等）、第 45 条（ガソリン、灯油の受渡し

による決済の特例）、第 46 条（軽油の受渡しによる決済の特例）及び第 47 条（受渡しによる決済通知）の変更規定は、

平成 22 年 5 月 6 日又は商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号）第 156 条第 1 項の認可を受けた日（平成 22 年 3 月

23 日）のいずれか遅い日に施行する。 

 

附 則 

  平成 22 年 5 月 27 日開催の取締役会で決議された第 15 条（反対売買による決済）、第 24 条（臨機の場合の措置等）、

第 31 条（充用有価証券等の使用期限）、第 37 条（取次者の遵守事項等）、第 39 条（準則の解釈）、第 40 条（ギブアップ）、

第 40 条の 3-2（ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項）、第 49 条の 7（指数先物取引の処分通知）及び第 72 条

（EFP 取引及び EFS 取引による取引の委託）の変更規定、第 40 条の 2（ギブアップの要件等）及び第 40 条の 3（取次ぎ等

によるギブアップの要件等）の新設規定並びに第 40 条の 2（ギブアップに係る契約の締結）の削るは、平成 22 年 7 月 1 日

又は商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号）第 156 条第 1 項の認可を受けた日（平成 22 年 6 月 29 日）のいずれか遅い

日に施行する。 

 

附 則 

  第 26 条（取引の制限等）、第 37 条（取次者の遵守事項等）、第 40 条の 2 の 2（取次ぎ等によるギブアップの要件等）及

び第 40 条の 3（ギブアップに係る取引の委託の際の指示事項）の変更規定並びに第 40 条の 2 の 3（取次者に委託した外

国商品取引業者に係るギブアップの要件等）の新設規定は、商品取引所法（昭和 25 年法律第 239 号）第 156 条第 1 項の

認可を受けた日（平成 22 年 8 月 9 日）に施行する。 

 

各取引所において個別対応を要するもの 

 

1 準取引参加者制度のある株式会社東京工業品取引所、並びに株式会社東京穀物商品取引所にあっては、第 34 条（取

引参加者である委託者に対する特例）において第 3 項を規定する。 

2 前各項の規定は、準取引参加者である委託者について準用する。 

 

＜東京穀物商品取引所＞ 

（委託者等からの事前通知） 

第 5 条 

8 第 1 項第 4 号に規定する商品投資顧問業者等並びに第 2 項第 1 号及び第 2 号に規定する取引又は第 1 項第 5 号及び

第 3 項に規定する外国商品取引業者については、本所が適当と認めたものに限るものとする。 

 

（委託の際の指示） 

第 6 条 

（8）取引を行う日時又は場及び節(指値の場合は委託注文の有効期限を含む)並びに指値の場合はその値段 

 

（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期） 

第 11 条 

4 取引定時増証拠金の額は、当月限となった取引につき本所が定めた額とする。 

 

（反対売買による決済） 

第 15 条 

3 受託取引参加者は、委託を受けた取引で当月限に係るものについて、当該委託者から当月限納会日の午前 10 時（アラ

ビカコーヒー生豆及びロブスタコーヒー生豆にあっては午前 9 時）までにその指示がないときは、当該当月限納会日の最
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終立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 

 

（受渡しによる決済） 

第16条 委託者は、当月限納会日の午前 10 時までに、売方であるときは受渡しにより決済しようとする売付けに係る倉荷

証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引金額を受託取引参加者に差し入れる

ものとする。この場合において、買方である委託者は当月限受渡日の前営業日の午後5時までに当該買付けの受

渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 

 

（委託手数料） 

第 17 条 委託者は、取引が成立した場合（第 14 条第 1 項、第 15 条第 3 項、前条第 2 項、第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2

項若しくは第 3 項又は第 37 条の 2 の規定による取引の処分を含む。）及び受託取引参加者が定める場合においては、

受託取引参加者が定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。この場合において、委託手

数料は、第 2 条第 6 号の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより、預り証拠金から控除することができ

る。 

2 委託者が前項の日時までに倉荷証券又は総取引金額を差し入れないときは、受託取引参加者は、当月限納会日の最

終立会において、当該取引を当該委託者の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 

3 受託取引参加者は、委託を受けた取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了したときは、

遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託者に対しては

本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、買方である委託者が 2 人以上であり本所か

ら受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法により公平に配分しなければならない。 

4 前 3 項に規定する場合のほか、受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程を準用する。 

 

（取引成立の通知） 

第 19 条 

（7）取引の成立した日時、場及び節 

 

（取引の制限等） 

第 26 条 受託取引参加者が委託を受けた取引について、名義の如何にかかわらず、委託者（取次者、取次委託者及び外

国商品取引業者を含む。以下この条において「委託者等」という。）の建玉（2 以上の受託取引参加者、取次者又は受託

取引参加者及び取次者へ委託又はその取次ぎを委託した場合はその合計）が本所の定める建玉の限度を超え若しくは

超えることとなった場合又は超えていると本所が認めた場合には、本所の業務規程に基づく本所の指示により、受託取

引参加者は、当該限度を超える建玉を当該委託者等の計算において転売又は買戻しにより処分するものとする。 

 

（苦情及び仲介の申出） 

第33条 委託者は、受託取引参加者が行う商品取引受託業務に関して、法第241条に規定する商品先物取引協会に苦情

及び紛争のあっせん若しくは調停を申し出ることができる。 

2 委託者は、受託取引参加者が行う商品取引受託業務に関して、前項の商品先物取引協会が取り扱う紛争以外の紛争

の処理について、本所が定める紛争処理規程の定めにより、本所にその仲介を申し出ることができる。 

3 前 2 項の申出期限は、申出に係る取引について決済が終了した日から 3 年以内とする。 

 

（取次者の遵守事項等） 

第 37 条 第 1 条第 2 項の規定により取次者と取次委託者との間において商品市場における取引の委託の取次ぎを処理す

る際には、この準則の規定（第 1 条第 2 項（本文）、第 5 条第 3 項及び第 4 項、第 7 条第 7 項、第 11 条第 2 項ただし書

き、第 33 条第 2 項、第 34 条第 2 項、第 35 条、第 36 条及び第 40 条を除く。）を準用するものとする。 

 

第 8 章 取引の振り替えの特例 

（取引の振り替え） 

第40条 取引の振り替えとは、受託取引参加者が成立させた委託を受けた取引について、本所があらかじめ定める要件を

満たしている場合に限り、当該取引の全部又は一部を他の受託取引参加者へ振り替えることをいう。 

2 委託者は振り替えに係る取引の委託をしようとするときは、取引注文を執行する振替元の受託取引参加者及び当該振

替元の受託取引参加者の名において成立した取引の振替先である受託取引参加者とそれぞれ第4条に基づく受託契約
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を結ぶものとする。 

3 委託者は前項の振り替えに係る取引の委託をしようとするときは、振替先の受託取引参加者に取引証拠金を差し入れ

又は預託するものとする。 

4 委託者が振替元受託取引参加者に委託した取引が成立し、振り替えが認められたときは、当該取引について振替元受

託取引参加者から消滅し、同時にあらたに振替先受託取引参加者に発生し成立したものとする。 

 

第 9 章 とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例 

（とうもろこし及び粗糖の受渡しによる決済の特例） 

第 41 条 委託者は、とうもろこし及び粗糖の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第 16 条及び第 21 条の規定にか

かわらず、本条の規定により行うものとする。 

2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を、当該受渡しが決定した日の午後 3 時（当日が半営業日に当たるときは、午

前 11 時）までに受託取引参加者に差し入れるものとする。 

3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において、本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方

の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。 

4 受託取引参加者は、前 2 項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金ついて受渡代金等の調整完了の日まで留保

することができる。 

5 委託者は、受渡日の前営業日の午後 3 時（当日が半営業日に当たるときは、午前 11 時）までに、売方であるときは受渡

しにより決済しようとする売付けに係る受渡書類を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引

金額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 

6 受託取引参加者は、委託を受けたとうもろこし又は粗糖の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受

渡しを終了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領

した受渡書類を交付しなければならない。 

7 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により次に掲げ

る事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）上場商品の銘柄（粗糖にあっては産糖国名及び産糖年度） 

（3）限月 

（4）売付け又は買付け年月日 

（5）売買枚数 

（6）積来本船名 

（7）出港年月日（粗糖にあっては入港年月日） 

（8）荷受渡港及び埠頭名 

（9）成立した取引の約定値段 

（10）格付差金 

（11）受渡代金 

（12）受渡値段 

（13）諸勘定 

（14）新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 

（15）差引受払金 

8 第 18 条第 6 項及び第 7 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 

9 前各項に規定する場合のほか、とうもろこし又は粗糖の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程

及び受渡細則によるものとする。 

10  

第 10 章 一般大豆の受渡しによる決済の特例 

（一般大豆の受渡しによる決済の特例） 

第 42 条 委託者は、一般大豆の取引を受渡しにより決済しようとするときは、第 16 条及び第 21 条の規定にかかわらず、

本条の規定により行うものとする。 

2 委託者は、本所の定める取引受渡証拠金を当該受渡しが決定した日の午後 3 時（当日が半営業日に当たるときは、午

前 11 時）までに受託取引参加者に差し入れるものとする。 

3 前項の取引受渡証拠金を差し入れた後において本所がその基準額を変更したときは、売方買方の双方又はその一方

の委託者は、受託取引参加者の請求に基づき取引受渡証拠金の追加額を差し入れるものとする。 
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4 受託取引参加者は、前 2 項の規定により差し入れされた取引受渡証拠金について受渡代金等の調整完了の日まで留

保することができる。 

5 委託者は、受渡日の前営業日の午後 3 時（当日が半営業日に当たるときは、午前 11 時）までに、売方であるときは受渡

しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る総取引

金額及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託会員に差し入れるものとする。 

6 受託取引参加者は、委託を受けた一般大豆の取引で受渡しにより決済するものについて、本所における受渡しを終了し

たときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金を、買方である委託者に対しては本所から受領した倉荷証券

を交付しなければならない。 

7 受託取引参加者は、前項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により次に掲げ

る事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）上場商品の銘柄 

（3）限月 

（4）売付け又は買付け年月日 

（5）売買枚数 

（6）倉庫名 

（7）倉荷証券番号 

（8）成立した取引の約定値段 

（9）格付差金 

（10）受渡代金 

（11）受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 

（12）諸勘定 

（13）新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 

（14）差引受払金 

8 第 18 条第 6 項及び第 7 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 

9 前各項に規定する場合のほか、一般大豆の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及び受渡細則に

よるものとする。 

 

第 11 章 コーヒー生豆の受渡しによる決済の特例 

（コーヒー生豆の受渡しによる決済の特例） 

第 43 条 委託者は、アラビカコーヒー生豆又はロブスタコーヒー生豆（以下この章において「コーヒー生豆」という。）の取引

を受渡しにより決済しようとするときは、第 16 条及び第 21 条の規定にかかわらず、本条の規定により行うものとする。 

2 委託者は、売付けに係る取引を受渡しにより決済しようとするときは、当月限納会日の午前 9 時までに品質証明書、重

量証明書及びその明細を受託取引参加者に差し入れるものとする。ただし荷渡・荷受申請による受渡しによる場合は申

出時に差し入れるものとする。 

3 委託者が前項の日時までに品質証明書、重量証明書及びその明細を差し入れないときは、受託取引参加者は、当月限

納会日の最終立会において、当該取引を当該委託者の計算において買戻しにより処分するものとする。 

4 委託者は、受渡日の前営業日の午後 5 時（当日が半営業日に当たるときは、午前 11 時）までに、売方であるときは受渡

しにより決済しようとする売付けに係る倉荷証券を、買方であるときは受渡しにより決済しようとする買付けに係る受渡代

金及び当該買付けの受渡代金に係る消費税相当額を受託取引参加者に差し入れるものとする。 

5 受託取引参加者は、委託を受けたコーヒー生豆の取引で受渡しにより決済するものについて、本所において受渡しを終

了したときは、遅滞なく、売方である委託者に対しては受渡代金及び受渡代金に係る消費税相当額を、買方である委託

者に対しては本所から受領した倉荷証券を交付しなければならない。この場合において、当該買方が 2 人以上であり本

所から受領した倉荷証券の内容が異なるときは、抽せんその他の方法により公平に配分しなければならない。 

6 受託取引参加者は、第 4 項の規定により委託を受けた取引を受渡しにより決済したときは、遅滞なく、書面により次に掲

げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）上場商品の銘柄 

（3）限月 

（4）売付け又は買付け年月日 

（5）売買枚数 
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（6）倉庫名 

（7）倉荷証券番号 

（8）成立した取引の約定値段 

（9）格付差金 

（10）受渡代金 

（11）受渡値段及び受渡代金に係る消費税相当額 

（12）諸勘定 

（13）新規の売付け若しくは買付けに係る委託手数料及び受渡しに係る委託手数料 

（14）差引受払金 

7 第 18 条第 6 項及び第 7 項の規定は、前項の書面による通知について準用する。 

8 前各項に規定する場合のほか、コーヒー生豆の受渡しに関する必要な事項については、本所の業務規程及びコーヒー

生豆受渡細則による。 

 

第 12 章 オプション取引の特例 

第 1 節 オプション取引の受託 

（オプション取引） 

第 44 条 この章は、オプション取引の受託について特例を規定する。 

2 この事に定めのないものについては、第 1 章から第 7 章までに定めるところによる。 

 

（定 義） 

第 45 条 本章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（1）「権利行使」とは、現物先物取引に係るオプションを行使することをいう。 

（2）「権利行使価格」とは、権利行使を行う場合の約定値段として本所が別にあらかじめ設定した価格をいう。 

（3）「プットオプション」とは、権利行使価格で現物先物取引 1 枚の売付けを成立させる権利をいう。 

（4）「コールオプション」とは、権利行使価格で現物先物取引 1 枚の買付けを成立させる権利をいう。 

（5）「オプション銘柄」とは、現物先物取引の上場商品の種類、プットオプション又はコールオプション、限月及び権利行使

価格により区別されるものをいう。 

（6）「権利行使の割当て」とは、本所がオプション銘柄の売建玉を有する取引参加者に対し、本所が別に定める方法によ

り按分して権利行使の対象となる売建玉の割当てを行うことをいう。 

（7）「オプションの売付け」とは、オプションを付与する立場の当事者となる取引をいう。 

（8）「オプションの買付け」とは、オプションを取得する立場の当事者となる取引をいう。 

（9）「計算上の益金額」とは、オプションの買付けに係る取引が、成立した取引の対価の額と計算日の帳入値段（業務規

程第 32 条に定めるものをいう。以下同じ。）との差額に取引単位の倍率と取引数量を乗じて得た価額が益となった場

合の当該益金額をいう。 

2 オプション取引については、第 2 条各号の規定（第 4 号については、オプションの売付けに係る取引に限る。）を準用する。

この場合において、同条第 7 号及び第 8 号中「第 7 条第 1 項各号」とあるのは「第 47 条各号」と読み替えるものとする。 

 

（委託の際の指示） 

第 46 条 第 6 条の規定にかかわらず、委託者は、オプション取引の委託をするときは、その都度、次に掲げる事項を受託

取引参加者に指示するものとする。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）売付け又は買付けの区別 

（4）新規又は仕切りの区別 

（5）枚数 

（6）指値又は成行の区別その他注文の種類の別 

（7）取引を行う日時（指値の場合は委託注文の有効期限を含む）及び指値の場合はその値段 

2 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第 4 号に掲げる次項の指示について、あらかじめ委託者が指定した

方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。

この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。 
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第 2 節 オプション取引の取引証拠金 

（取引証拠金の差し入れ又は預託） 

第 47 条 第 7 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、オプション取引の受託について、オプション取引の売付

けに係る委託者がその担保として差し入れた次の各号に掲げる種類の取引証拠金を、当該委託者の代理人として清算

機構に預託しなければならない。 

（1）取引本証拠金 

（2）取引プレミアム証拠金 

（3）取引追証拠金 

（4）取引臨時増証拠金 

 

（取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期） 

第 48 条 前条第 1 号、第 3 号及び第 4 号に掲げる取引証拠金については、その額は第 11 条第 2 項、第 3 項、第 5 項及

び第 6 項を、その受託取引参加者への差し入れ又は預託時期は同条第 2 項、第 7 項及び第 8 項を適用し、前条第 2 号

に掲げる取引証拠金については、その額及び受託取引参加者への預託時期は次項に定めるところによるものとする。 

2 取引プレミアム証拠金の額は、新規のオプションの売付けに係る総取引金額とし、委託者は、当該売付けに係る取引が

成立した日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに預託するものとする。 

3 委託者と受託取引参加者との間であらかじめ合意がある場合においては、計算上の益金額を第 11 条第 3 項の値洗損

益金通算額に加えることができるものとする。 

 

（取引証拠金等の不納による取引の処分） 

第 49 条 第 14 条各項の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、同条第 1 項中「第 11 条第 2 項、

第 7 項及び第 8 項の規定により取引証拠金」とあるのは「第 48 条第 1 項及び第 2 項の規定により取引証拠金又は第 50

条第 1 項の規定により総取引金額」と読み替えるものとする。 

第 3 節 オプション取引の決済等 

（取引代金の決済等） 

第 50 条 委託者は、オプション取引の新規の買付け又は買戻しの委託を行おうとするときは、委託に係るオプション銘柄の

前日の帳入値段に取引単位の倍率と委託注文枚数を乗じて得た価額（以下「オプション料概算額」という。）を受託取引

参加者に差し入れ、取引が成立した日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時までに総取引金額との

過不足を精算するものとする。ただし、第 11 条第 2 項ただし書きに定める要件に該当する委託者であって、受託取引参

加者が認めた者にあっては、当該委託に係る取引が成立した日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日

時までに総取引金額を差し入れるものとする。 

2 受託取引参加者は、委託者がオプション取引の新規の売付け又は転売を行ったときは、取引が成立した日の翌営業日

正午までに当該総取引金額を当該委託者に支払うものとする。 

3 第 1 項の規定によるオプション取引の買戻し又は前項の規定によるオプション取引の転売に対当する既存のオプション

取引が 2 以上あるときは、特に委託者の指示がない限り、既存のオプション取引の成立の古い順序に従って買戻し又は

転売をするものとする。 

4 第 1 項及び第 2 項の規定は、前条において準用する第 14 条第 1 項、第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2 項若しくは第 3 項

又は第 37 条の 2 の規定による委託を受けた取引の処分について準用する。 

5 オプション取引の買戻しの委託を行う委託者が、受託取引参加者との間であらかじめ合意がある場合にあっては、第 1

項の規定にかかわらず、当該委託に係る取引が成立した日の翌営業日正午までの受託取引参加者が指定する日時ま

でに総取引金額を差し入れるものとする。 

 

（オプション料概算額預り証の発行） 

第 51 条 受託取引参加者は、委託者からオプション料概算額の差し入れを受けるときは、当該委託者に対して、受託取引

参加者の本店又は従たる営業所においてオプション料概算額に係る預り証を発行しなければならない。 

2 前項の預り証の記載及び発行の方法については第 13 条の規定を準用する。 

 

（権利行使による決済） 

第 52 条 オプション取引における権利行使期間は、取引開始日から取引最終日までとする。 

2 オプションの買付けに係る委託者は、権利行使を行おうとする場合には、その都度、次に掲げる事項を権利行使を行う
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日の午後 4 時（当日が半営業日に当たるときは、午前 11 時 45 分）までに受託取引参加者に指示するものとする。 

（1）オプション銘柄 

（2）新規又は仕切りの区別 

（3）権利行使に係るオプション取引の買建玉 

（4）枚数 

（5）権利行使を行う日 

3 前項の規定にかかわらず、受託取引参加者が前項第 2 号に掲げる事項の指示について、あらかじめ委託者が指定した

方法に従い取り扱うことに同意している場合には、当該委託者は、取引の委託の都度、当該指示を行うことを要しない。

この場合において、当該受託取引参加者は、当該事項について、当該委託者が指定した方法に従い取り扱うものとす

る。 

4 受託取引参加者は、権利行使が成立したときは、当該権利行使に係る数量を、当該権利行使日に当該委託者のオプシ

ョン取引の買建玉から減ずるとともに、前項において指示した新規、仕切りの別に現物先物取引の売付け又は買付けが

成立したものとして取り扱うものとする。 

 

（権利行使の割当て） 

第 53 条 本所から権利行使の割当てを受けた受託取引参加者は、当該オプション銘柄の売建玉につき、本所から通知を

受けた権利行使の割当てに係る内容に基づきそれぞれ取引の成立の古い順序に従って割り当てるものとする。 

2 前項の場合において、受託取引参加者は権利行使の割当てを受けた委託者から、新規、仕切りの別及びその数量に関

する指示があるときは、当該指示に基づき新規、仕切りの別及びその数量を確定し、当該指示がないときは、次により新

規、仕切りの別及びその数量を確定するものとする。 

（1）権利行使の割当てにより成立する現物先物取引の売付け又は買付けに対し、現物先物取引の当該限月に対応する

建玉がない場合は、当該委託者の現物先物取引の当該限月における新規の売付け又は新規の買付けとして確定す

る。 

（2）権利行使の割当てにより成立する現物先物取引の売付け又は買付けに対し、現物先物取引の当該限月に対応する

建玉がある場合は、当該建玉の取引の成立の古い順序に従って転売又は買戻しとして確定する。 

3 受託取引参加者は、権利行使の割当てを行ったときは、当該割当てに係る数量を、当該営業日に売建玉から減ずるとと

もに、前項の規定に従って新規、仕切りの別に現物先物取引の売付け又は買付けが成立したものとして取り扱うものと

する。 

4 第 1 項の規定に基づき権利行使の割当てを受けた委託者は、異議を申し立てることができない。 

 

（取引証拠金の差し入れ又は預託等） 

第 54 条 第 52 条に規定する権利行使又は前条に規定する権利行使の割当てにより成立した現物先物取引の新規の売付

け又は買付けに係る取引証拠金の額及び差し入れ又は預託の時期については、第 11 条の規定を準用する。この場合

において、同条第 2 項中「取引の委託をするときに」とあるのは、権利行使の場合にあっては「権利行使に係る指示をす

るときに」と、権利行使の割当ての場合にあっては「権利行使の割当てを受けた日の翌営業日正午までの受託取引参加

者が指定する日時までに」と読み替えるものとする。 

 

（オプションの失効） 

第 55 条 受託取引参加者は、取引最終日の 15 営業日前から 7 営業日前までの間に、該当するオプション取引の買建玉を

有する委託者に対し、権利行使期間満了の日を通知するものとする。 

2 権利行使期間満了の日において、第 52 条第 2 項に規定する権利行使の指示がなかったプットオプション又はコールオ

プションは失効し、消滅するものとする。 

 

（委託手数料） 

第 56 条 委託者は、オプション取引が成立した場合（第 49 条において準用する第 14 条第 1 項、第 24 条、第 26 条第 1 項、

第 2 項若しくは第 3 項又は第 37 条の 2 の規定による取引の処分を含む。）又はオプション取引の権利行使若しくは権利

行使の割当てにより現物先物取引が成立した場合及び受託取引参加者が定める場合においては、受託取引参加者が

定めるところにより、委託手数料を受託取引参加者に支払うものとする。この場合において、委託手数料は、第 45 条第 2

項において準用する第 2 条第 6 号の規定にかかわらず、受託取引参加者が定めるところにより、預り証拠金から控除す

ることができる。 
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（預託金等による債務の弁済） 

第 57 条 第 18 条各項の規定は、オプション取引について準用する。この場合において、同条第 2 項中「第 12 条」とあるの

は「第 12 条及び第 50 条第 2 項」と読み替えるものとする。 

 

第 4 節 オプション取引の委託者に対する通知等 

（取引成立の通知） 

第 58 条 第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、受託取引参加者は、委託を受けたオプション取引が成立したときは、遅滞な

く、書面により、次に掲げる事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）委託の指示を受けた日時 

（4）売付け又は買付けの区別 

（5）新規又は仕切りの区別 

（6）取引の成立した日時及び立会時 

（7）売買枚数 

（8）成立した取引の対価の額 

（9）成立した取引の総取引金額 

（10）委託手数料及び仮委託手数料 

（11）差引受払金 

（12）値洗損益金通算額 

（13）預り証拠金の残高 

 

（権利行使による決済の通知） 

第 59 条 受託取引参加者は、第 52 条第 2 項の規定により権利行使が行われたときは、遅滞なく、書面により、次に掲げる

事項を当該委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）権利行使を行ったオプションの買付けに係る取引 

（4）枚数 

（5）権利行使の行われた日 

（6）権利行使に係る総取引金額 

（7）委託手数料及び仮委託手数料 

（8）値洗損益金通算額 

（9）仮差引損益金通算額 

（10）売買差損益金（権利行使により成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（11）差引損益金（権利行使により成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（12）預り証拠金の残高 

2 第 19 条第 2 項から第 4 項までの規定は、本条に定める通知において準用する。 

 

（権利行使の割当てによる決済の通知） 

第 60 条 受託取引参加者は、第 53 条第 1 項の規定により権利行使の割当てが行われたときは、遅滞なく、書面により、次

に掲げる事項を当該割り当てられたオプション取引の売方である委託者に通知しなければならない。 

（1）取引の種類 

（2）オプション銘柄 

（3）権利行使の割当てを行ったオプションの売建玉 

（4）枚数 

（5）権利行使の割当てが行われた日 

（6）権利行使の割当てに係る総取引金額 

（7）委託手数料及び仮委託手数料 

（8）値洗損益金通算額 

（9）仮差引損益金通算額 
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（10）売買差損益金（権利行使の割当てにより成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（11）差引損益金（権利行使の割当てにより成立した現物先物取引が転売又は買戻しの場合に限る。） 

（12）預り証拠金の残高 

2 第 19 条第 2 項から第 4 項までの規定は、本条に定める通知において準用する。ただし、この場合において、第 53 条第

1 項の規定に基づき権利行使の割当てが行われたことに対しては異議を申し立てることができない。 

 

（オプション取引の定期的な残高の照合等） 

第 61 条 第 22 条第 1 項の規定にかかわらず、オプション取引の委託を受けた受託取引参加者は、委託者に対し、書面に

より、定期的に毎月 1 回以上次の各号に掲げる事項を通知し、その照合を求めるとともに、預り証拠金余剰額の返還に

ついて委託者の指示を受けなければならない。 

（1）預り証拠金の残高（金銭、充用有価証券等、充用外貨及び差引損益金通算額並びにこれらの合計額を明らかにし、

充用有価証券等については、その種類、銘柄、数量及び充用価格を、充用外貨については、その種類及び充用価格

を明らかにすること。） 

（2）証拠金預託必要額 

（3）決済が結了していない取引の内訳等 

イ 取引の種類 

ロ オプション銘柄 

ハ 売付け又は買付けの区別 

ニ 取引の成立した年月日 

ホ 売買枚数 

へ 対価の額 

ト 値洗損益金通算額 

（4）オプション料概算額に係る預り金 

（5）預り証拠金余剰額 

 

（オプション取引の処分通知） 

第 62 条 第 58 条の規定は、受託取引参加者が委託を受けたオプション取引について第 24 条、第 26 条第 1 項、第 2 項若

しくは第 3 項、第 37 条の 2 又は第 49 条において準用する第 14 条第 1 項の規定より行う処分について準用する。 

 

（オプション取引の一任売買等の禁止） 

第 63 条 オプション取引の一任売買等の禁止については、第 25 条第 1 項各号の規定を準用する。この場合において、同

条中「第 6 条第 1 号各号」とあるのは「第 46 条第 1 号各号」と読み替えるものとする。 

 

（理由その他の調書の提出） 

委託者は本所の指示に基づき受託取引参加者から権利行使についての理由書その他の調書の提出を求められたときは、

これに応じなければならない。 

 

附 則 

  平成 19 年 7 月 13 日開催の理事会において決議したこの受託契約準則の変更は、農林水産大臣の認可の日(平成 19

年 7 月 26 日)から施行し、理事会が別に定める日（平成 20 年 1 月 4 日）から実施する。 

附 則 

平成 19 年 9 月 14 日開催の理事会において決議した変更後のこの準則は、農林水産大臣の認可の日（平成 19 年 9 月

28 日）から施行し、平成 19 年 9 月 30 日から実施する。 

附 則 

  平成 20 年 5 月 15 日開催の理事会において議決された第 6 条（委託の際の指示）、第 27 条（取引停止の場合等の建 

玉の取扱い）及び第 38 条（受託会員が非清算参加者である場合の特例）の変更規定は、農林水産大臣の認可の日 

（平成 20 年 6 月 16 日）から施行する。 

附 則 

  平成 20 年 11 月 14 日開催の理事会において決議したこの受託契約準則の変更は、農林水産大臣の認可の日（平成 20 

  年 11 月 28 日）から施行する。ただし、第 15 条第 3 項及び第 16 条第 1 項の変更は理事会が別に定める日から実施す 

る。     
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附 則 

  平成 20 年 12 月 15 日開催の理事会において決議したこの受託契約準則の変更は、農林水産大臣の認可の日（平成 21 

  年 1 月 6 日）から施行し、平成 21 年 3 月 2 日から実施する。     

附 則 

  平成 21 年 7 月 15 日開催の理事会において決議したこの受託契約準則の変更は、農林水産大臣の認可の日（平成 21 

  年 8 月 7 日）から施行し、平成 21 年 10 月 1 日から実施する。 

附 則 

第 1 条  この準則は、平成 21 年 11 月 2 日又は法第 132 条第 1 項の農林水産大臣の認可の日（平成 21 年 10 月 30 日）

のいずれか遅い日に施行する。 

第 2 条  施行日前の準則第 4 条第 1 項に基づき約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第 4 条第 

1 項に基づき、新たに約諾書が差し入れられているものとみなす。この場合において、現に差し入れられている

約諾書中「受託会員」とあるのは「受託取引参加者」と読み替えるものとする。 

第 3 条  施行日前の準則第 37 条第 1 号に基づき、取次者が取次委託者から本所の商品市場における取引の委託の 

取次ぎを受ける際に約諾書が差し入れられているときは、施行日においてこの準則第4 条第1項に基づき、新た

に約諾書が差し入れられているものとみなす。 

附 則 

第 1 条  平成 22 年 1 月 19 日の取締役会において決議された第 17 条及び第 56 条の変更は、農林水産大臣の認可の日

（平成 22 年 1 月 26 日）から施工し、第 33 条の変更は、平成 22 年 4 月 1 日又は農林水産大臣の認可の日（平

成 22 年 1 月 26 日）のいずれか遅い日から施行する。 


